
京都市上下水道局告示第６号 

地方公営企業法第３３条の２において準用する地方自治法第２４３条の２第１項の規定

により、次の者を指定したうえで、令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで、京都

市水洗便所築造工事資金貸付金に係る償還金及び延滞金の徴収及び収納に関する事務を委

託したので、その旨を告示します。 

令和８年４月１日 

京都市公営企業管理者 

上下水道局長 吉川 雅則 

１ 指定公金事務取扱者の名称及び住所又は事務所の所在地 

一般財団法人京都市上下水道サービス協会 

京都市南区西九条菅田町７番地３ 

２ 指定公金事務取扱者に委託する徴収及び収納に関する事務に係る公金 

 京都市水洗便所築造工事資金貸付金に係る償還金及び延滞金 

３ 指定公金事務取扱者として指定をした日 

令和８年３月３１日 

４ 指定公金事務取扱者に徴収及び収納に関する事務の委託をした日 

令和８年４月１日 

                          （上下水道局下水道部管理課）              

 

 


